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令和４年 1月 1日から制度改正されました
①傷病手当金
●同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給が、支給開始日から通算して
1年６カ月に達する日まで対象となります。

②出産育児一時金
産科医療補償制度の掛金が1.6万円から1.2万円に引き下げられるとともに、
出産育児一時金の支給額が40.4万円から40.8万円に引き上げられます（合計
42万円に変更なし）。

③任意継続被保険者
資格喪失理由に「任意継続被保険者からの申出」が追加され、その
申出が受理された日の翌月1日に資格喪失することとなります。保
険料を前納している場合でも適用されますので、未経過期間がある
場合は保険料が還付されます。

●支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支
給開始日から起算して１年６カ月を超えても、繰り越して支給可能になります。
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令和２年７月２日以降に支給開始された傷病手当金が対象です。

産科医療補償制度対象 ➡　４０．８万円　+　１．２万円　＝４２万円
産科医療補償制度対象外 ➡　４０．８万円
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●令和4年度予算もコロナ禍により厳しい財政状況 2
●　　　　補助金の対象保養施設が拡大！ 3
●　　　で受けられる健診を利用して身体の健康チェック！ 3
●連載：保健指導ノートから 4
●健康保険が使えない場合があるって本当！？ 6
●あなたの心は大丈夫？ココロメンテ通信 7
●おうちで心がけたい間食と家飲みのコツ 8
●誤解を招く接骨院の広告に注意！ 10
●給付制限なら医療費はどうなる？ 10
●被扶養者調査にご協力ください 11
●令和4年1月1日からの制度改正について 裏表紙

ご家庭にお持ち帰りになって　みなさんでお読みください。

ネスタリゾート神戸、ナガシマスパーランドの利用補助始まります！
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